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平成２４年度 第２回宇都宮市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 議事録 

 

１．日 時 平成２４年１０月２４日（水） 午前１０時００分～午前１１時００分 

 

２．場 所 宇都宮市教育センター１階 コミュニティーホール 

 

３．議 題  

（１）「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に基づく条例案について 

 

４．出席者 

【分科会長】伊達悦子委員 

【職務代理】山口京子委員 

【委 員】小平美智雄委員，鈴木逸郎委員，鈴木勇二委員，栗田幹晴委員，今井恭男委員， 

増田宗夫委員 

【事務局】〔子ども部〕篠塚茂夫次長 

〔子ども未来課〕鈴木孝美課長，松本邦夫主幹，小島陽子課長補佐， 

角田浩係長，佐藤豪主任主事，大貫晴彦主任主事 

〔子ども家庭課〕大久保敦子課長 〔保育課〕塙雅彦課長 

 

５．公開・非公開の別  公開 

 

６．傍聴者数  なし 
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発言者 内   容 

事務局 

 

伊達悦子会長 

 

 

 

 

伊達悦子会長 

 

事務局 

 

伊達悦子会長 

 

伊達悦子会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

栗田幹晴委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 分科会長あいさつ 

 

３ 議題 

（１）「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に基づく条例案について

 

事務局から説明を。 

 

（事務局説明） 

 

質問等あるか。 

 

市条例（案）の第４章「保育所」第３５条「保育所の設備の基準の特例」に

ついて，具体的に教えてほしい。 

 

保育所等の施設については，自園調理が原則（第１４条）となっている。 

ただし，施設整備を行う場合の仮園舎等で，調理室が足りない場合などに，

特例として３才以上児についての外部搬入を認めるというもの。 

この場合でも，０～２才児の給食は自園調理が原則である。 

 

前回の審議会で，保育所の開所時間について，国の基準に追加する方向で検

討されていたと思う。 

今回は国の動向を踏まえ，追加しないということだが，現状として，ほとん

どの保育所で１１時間開所を行っており，国の動向が定まればその時点で改め

て条例の改正を行うことになるのだから，それまでの間，１１時間開所を定め

ておいてもよいのでは。 

 

前回の審議会の際には，ほとんどの保育所で１１時間開所をしているという

ことと，保護者の送迎等に要する時間などを考慮すると，保育時間８時間の前

後で計３時間程度が必要ということで，開所時間を１１時間と提案した。 

しかし，先ほどの説明の中にもあったように，新たな保育制度の中では，保

育時間の考え方（短時間利用・長時間利用など）そのものが大きく変わること

が想定されており，開所時間自体も今のままではなくなる可能性が高い。 

そのため，今回の条例には明記せずに，そのあたりの考え方がはっきりした

時点で改めて検討することとした。 
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栗田幹晴委員 

 

 

 

伊達悦子会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井恭男委員 

 

 

 

山口京子委員 

 

 

 

伊達悦子会長 

 

山口京子委員 

 

 

小平美智雄委員 

 

 

事務局 

 

伊達悦子会長 

 

 

 

保育時間が８時間というのは国の基準で定められており，今回は，それを踏

襲するような条例になっているが，保育時間と開所時間という２つの概念があ

る中で，保育時間が短時間になっても，開所時間には関係しないのでは。 

 

「子ども・子育て関連３法」が，このことに深く関わるのか。 

 

「子ども・子育て関連３法」の中でも，「子ども・子育て支援法」というのが

一番大きく関係してくる。 

その中で，今までの保育所運営費とは異なった給付を行うことが見込まれ，

その給付の基準として，短時間利用・長時間利用などの区分が導入される見込

みである。 

今後は，定員なども短時間利用・長時間利用で分けるなど，入所の枠なども

変わってくる可能性があり，保育所によっては，開所時間が変わってくること

も考えられる。 

そのため，今回の条例には明記せずに，国の考え方がはっきりした時点で改

めて検討することとした。 

 

保育の現場を担っている方がいるのでお聞きするが，実際にどんな訓練をし

ていて，非常災害時にどんな対応ができたとか，訓練の成果が出たなどの実態

を教えてほしい。 

 

保育園では，防災マニュアルを作成し，それに基づいた訓練を毎月実施して

おり，東日本大震災の際にも，普段の訓練の積み重ねがあったため，園舎の中

で布団をかぶるなどの対応をすぐに取ることができた。 

 

職員の役割分担を表で示したりしているものもある。 

 

消防署に提出する「消防計画」というものがあり，定期的に見直しを行って

おり，毎年，消防署へ提出している。 

 

地域防災計画との整合という点では，この時点で取れているという考えでい

いのか。 

 

そこまでは，現時点では整理できていない。 

 

地域防災計画が出来た時点で，計画との整合性という観点から，条例の見直

しも有り得るという考え方でよろしいか。 
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事務局 

 

伊達悦子会長 

 

 

 

 

 

伊達悦子会長 

 

 

 

 

 

 

 

そういうことになる。 

 

それでは，本日の議題についてはご承認いただくということでよろしいか。

 

（出席委員全員が承認） 

 

５ その他 

 

「その他」について，委員の皆さまから何かあるか。 

 

（なし） 

 

事務局からは何かあるか。 

 

（なし） 

 

以上で，宇都宮市社会福祉審議会児童福祉専門分科会を終了とする。 

 

 


